
令和３年度介護報酬改定について

報酬改定編

～居住系～

（特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護）



動画の流れ

共通事項

特定施設入居者生活介護

（P.15から）

認知症対応型共同生活介護

（P.21から）



共通事項

・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価★

・認知症専門ケア加算等の見直し★

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組みの一体的な推進★

・生活機能向上連携加算の見直し★

・通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

・サービス提供体制強化加算の見直し★

・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止★



⇒令和3年9月２８日の介護保険最新情報 Vol.1011にて、「感染防止対策の継続支援」
として、かかり増し経費を直接支援する方法により、支援を継続することが示され
ました。



10月以降の取扱いについて







様式例（一体的に記入できる様式の例）

  年      月    日

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書（施設系）

記載例①

氏名： ○○　○○ 殿
入所（院）日　： Ｘ 年 ４ 月 １ 日

初 回 作 成 日  ： Ｘ 年 ４ 月 ７ 日

作成者： リハ　○○　○○（PT） 栄養　○○　○○(RD) 口腔　○○　○○(DH) 作成（変更）日：

利用者及び家族の意向

（ご本人）形のあるものを食べたい。歩きたい。

（ご家族）一緒に外食ができると良い。

説明日

Ｘ 年 4 月 ８ 日

説明者

○○　○○

リハビリテーション・個別機能訓練 栄養、経口移行＊１・維持＊２ 口腔

解決すべき

課題

（ニーズ）

・腰椎圧迫骨折とパーキンソン病に伴う四肢

筋力低下と不随意運動に伴う基本動作と歩行

能力低下

・円背に伴う座位姿勢(ポジショニング)不良

・嚥下障害と咳嗽力低下

・食形態の改善

低栄養状態のリスク（□低　■中　□高）

・食事に30分以上の時間がかかり疲労感あり

・摂食嚥下機能障害を有し、ペースト食（嚥

下調整食コード：2-2）を提供

・食事摂取量が主食70%程度、主菜３0%程度

（エネルギー、たんぱく質不足）

■ 口腔衛生状態（■ 歯の汚れ、■ 義歯の汚れ、

                          ■ 舌苔、■ 口臭）

■ 口腔機能の状態（■ 食べこぼし, ■ 舌の動きが悪い,

                           ■ むせ、■痰がらみ、■ 口腔乾

燥）

□ 歯の本数（　０　）本

□ 歯の問題（□ う蝕、□ 歯の破折、□ 修復物脱離、

                    □ その他（　               　　））

■ 義歯の問題（■ 不適合、□ 破損、

                       □ その他（                   　））

□ 歯周病　　□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等）

長期目標・

期間

（心身機能）

・筋力、バランス、耐久性、嚥下機能の改善

（活動）

・歩行器を用いて歩行が見守りで可能

・食形態の改善（嚥下調整食コード:2-2→４）

（参加）

・家族と近くのレストランで食事ができる

・自宅に戻ったときに、家族と食事を楽しむ

ことができる

・必要栄養量（エネルギー 1400kcal/日、たん

ぱく質 60g/日）を確保し、体力が維持できる

・ソフト食（嚥下調整食コード：4）を食べる

ことができる

　　　　　　　　　　　　　　　【６か月】

□ 歯科疾患（□ 予防、■ 重症化予防）

■ 口腔衛生（□ 自立、■ 介護者の口腔清掃の

      技術向上, ■ 専門職の定期的な口腔清掃等)

■ 摂食・嚥下機能（□ 維持、■ 改善）

■ 食形態（□ 維持、■ 改善）

■ 栄養状態（□ 維持、■ 改善）

■ 誤嚥性肺炎の予防

■ その他（短期的には訪問診療における義歯

　  修理、歯科医師による口腔機能管理、訪問

      歯科衛生指導等と合わせて実施）
短期目標・

期間

（心身機能）

・筋力、バランス、耐久性、嚥下機能の改善

（活動）

・立ち上がりが修正自立で可能

・介助下で平行棒内歩行が５往復可能

・座位姿勢改善、３時間以上の座位保持可能

（参加）

・家族と短時間外出ができる

・姿勢を維持し、30分以内に食事を終えるこ

とができる

・食事摂取量を８0%以上にする

・ムース食（嚥下調整食コード：3）を食べる

ことができる

　　　　　　　　　　　　　　　【３か月】

具体的な

ケア内容

・筋力増強訓練（呼吸筋含む）, バランス訓練

・嚥下機能の評価・訓練、発声訓練, 口腔体操

・起き上がり、歩行訓練

（負荷量は栄養摂取量に応じて調整）

・車椅子と歩行補助具の選定と調整

担当職種：理学療法士、言語聴覚士

期間：Ｘ年４月～

頻度：週 ３ 回、時間： 40 分／回

・嚥下機能訓練や義歯の調整状況等に合わせ

て、食形態を調整する

・ご本人様の嗜好に合わせて、昼食に温泉卵

などたんぱく質を補う一品を提供する

・自力摂取が進むよう、座位の調整や声かけ

を行う

担当職種：　管理栄養士　、介護職員等

期間：　Ｘ年４月～　、頻度：毎日

■ 口腔の清掃　　　■ 口腔の清掃に関する指導

■ 義歯の清掃　　　■ 義歯の清掃に関する指導

■ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導

■ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

■ その他（義歯修理、ミールラウンドへの参加）

□月４回程度　■月２回程度　□月1回程度　■その他

（訪問診療による義歯修理、訪問歯科衛生指導）

算定加算等

■リハビリテーションマネジメント（介護老人保健施設）　□個別機能訓練加算

■理学療法　□作業療法　□言語聴覚療法　□理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算（介護医療院）

■栄養マネジメント強化加算　□経口移行加算＊１　■経口維持加算＊２（■Ⅰ　■Ⅱ）　□療養食加算

□口腔衛生管理加算（Ⅰ）　■口腔衛生管理加算（Ⅱ）

＊１枚の計画書に、リハビリテーション・機能訓練、
口腔、栄養に関する計画がまとめられています



















共通事項 終



・基本報酬

・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価★

・認知症専門ケア加算等の見直し★

・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組みの一体的な推進★

・生活機能向上連携加算の見直し★

・介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

・通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★

・ADL維持等加算の見直し

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

・サービス提供体制強化加算の見直し★

・介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止★

特定施設入居者生活介護 改正内容一覧

★は共通事項















終



・基本報酬

・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価★

・認知症専門ケア加算等の見直し★

・認知症グループホームにおける見取りへの対応の充実

・認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化

・緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組みの一体的な推進★

・生活機能向上連携加算の見直し★

・通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★

・認知症グループホームにおける栄養改善の推進

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

・サービス提供体制強化加算の見直し★

・認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止★

認知症対応型共同生活介護 改正内容一覧

★は共通事項















終


